
 

 

 

別紙 

国有林野事業における造林事業請負標準仕様書について（平成 20 年３月 31 日付け 19 林国業第 241 号林野庁長官通知）の一部改正新旧対照表 

（下線部は改正部分） 

改   正   後 改  正  前 

 

造林事業請負標準仕様書 

 

第１章 総 則 

第１条～第９条 （略） 

 

（事業実行中の環境への配慮） 

第 10 条 （略） 

２・３ （略） 

４．請負者は、事業の実行に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、
新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮
した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作
業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の
実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。 

 

第 11 条～第 23 条 （略） 
第２章・第３章 （略） 

（別添）  （略） 

（別紙）  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

造林事業請負標準仕様書 

 

第１章 総 則 

第１条～第９条 （略） 

 

（事業実行中の環境への配慮） 

第 10 条 （略） 

２・３ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

第 11 条～第 23 条 （略） 
第２章・第３章 （略） 

（別添）  （略） 

（別紙）  （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




